
6/26（火）　第1回　法定研修会のお知らせ
今回は、不動産の公正競争規約と広告表示についての研修と、建物の使用状況による消防法令違反についての2部構成となっております。

不動産の広告表示は、物件の内容や取引条件等によって基準が設けられており、最近は折り込みチラシやインターネット等での広告違反が
数多く見られ、警告や違約金等を請求される会員が見受けられます。

不動産広告の責任は不動産業者(会員)にあり作成した広告会社ではありませんので、違反広告にならないよう公正競争規約を遵守して頂
くためにも、是非受講していただきたいと思います。

また、消防法令につきましては、建物所有者と管理事業者との契約内容でのトラブルや消防法令・建築基準法違反での退去事例（損害賠償）
等をご説明し、重要事項説明時に消防法令に係る事項の説明内容をご紹介いたします。

会員の皆様には、この機会に内容をご理解頂き、今後の取引に活用いただければと思います。

また、会員以外の一般の方の参加も可能です。当日直接会場までお越しください。

皆様のご参加をお待ちしております。

 

記

日　 時　　平成３０年６月２６日（火）午後１３時３０分～午後１６時００分

場 　所　  浦添市産業振興センター・結の街　中研修室　３Ｆ

浦添市勢理客４－１３－１　　　ＴＥＬ　０９８－８７０－１１２３

＜第一部＞　不動産の公正競争規約と広告表示について　13：30~15：00

講師：一般社団法人　九州不動産公正取引協議会より派遣

＜第二部＞　消防法令に係る事項について　　15：10~16：00

講師：那覇市消防局 予防課 消防司令補　新垣　操

https://okinawa.zennichi.or.jp/?p=4091

